
お 知 ら せ 

 

１．件 名  河川愛護月間（７月１日～７月３１日）を実施します 

 

２．概 要  国土交通省では、昭和４９年から毎年７月を「河川愛護月間」と定め、河

川愛護運動を実施しています。 

       木曽川上流河川事務所では、本年度も、実施要綱（別添１）に基づき、地

域住民、市民団体、河川愛護団体、関係行政機関等の協力を得て、「せせら

ぎにぼくも魚もすきとおる」を推進標語として、 

       [1]地域と一体となった良好な河川環境の保全・再生 

       [2]地域社会と河川との関わりの再構築 

       [3]河川愛護意識の醸成 

       [4]河川の適切な利用推進 

のための活動を行います。 

       また、７月１日から７日を「河川水難事故防止週間」と定め、水難事故防

止に関する啓発活動を行い、河川利用者の安全意識の向上を図ります。 

       併せて、河川愛護月間推進特別事業として昨年度に引き続き、全国の小・

中学生、高校生などを対象に、川での思い出や川への思いをテーマに絵と文

章を組み合わせた絵手紙の募集を行うこととしております。 

（別添：「河川愛護月間」チラシ） 

 

３．取組内容  別紙のとおり 

 

４．配 付 先  岐阜県政記者クラブ 

 

５．問合わせ  国土交通省中部地方整備局 

  木曽川上流河川事務所 

                  副所長 廣田 道雄 

                  副所長 上野 広志 

                   ＴＥＬ ０５８－２５１－１３２１ 

                   ＦＡＸ ０５８－２５１－４３０１ 

平成２５年 ７月 ２日 

中 部 地 方 整 備 局 

木曽川上流河川事務所 



別紙

河川愛護月間の取組予定表

イベント名 実施予定日 主催者 参加団体 取組内容 主な対象者 備考

－
７月１日(月)

～
７月３１日（水）

木曽川上流
河川事務所

－
事務所屋上の電光表示板・ＨＰに「河川愛護月間」等のメッセージを
表示。
（１日～７日は河川水難事故防止週間）

一般住民等

－
７月１日(月)

～
７月３１日（水）

木曽川上流
河川事務所

－ 河川巡視時パトロールカーより、「河川愛護月間」のＰＲを実施。 一般住民等

河川愛護モニター会議 ７月１１日（木）
木曽川上流
河川事務所

－
新たに委嘱した河川愛護モニターに向けて、モニター会議を開催す
る。

河川愛護モニター

河川利用者に対する
啓発活動

７月２０日（土）
予備日

７月２１日（日）

木曽川上流河川
事務所及び岐阜県

岐阜市
ＰＷ安全協会

長良川環境レンジャ－協会
岐阜県警察本部
岐阜北警察署
岐阜中警察署

長良川のより安全で快適な河川利用を図るため、河川利用者に対し
て、マナー向上のための啓発活動を実施する。

河川利用者

木曽三川（上流）河川
安全利用推進協議会

７月１６日（火）
木曽川上流
河川事務所

地元自治体
ダム管理者

河川管理者　等
木曽三川（上流）河川安全利用推進協議会の開催。 －

河川愛護団体表彰式 ７月１９日（金）
木曽川上流
河川事務所

－ 河川の美化・愛護等に顕著な功績のあった団体に表彰を行う。 河川愛護団体

水面の安全利用に関す
るパトロール及び啓発
活動

７月２８日（日）
木曽川上流
河川事務所

ＰＷ安全協会
羽島市

岐阜羽島警察署
一宮建設事務所

木曽川用水総合管理所

木曽川において安全利用に関するパトロールの実施、利用ルール（水
面利用）が記載されたチラシの配布などの啓発活動を実施する。

河川利用者

－
（各市町７月号広

報誌）
木曽川上流
河川事務所

－
沿川市町広報紙への河川愛護広報文の掲載。
（沿川市町広報紙への掲載依頼）

沿川市町住民
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